
－－ 1

原子力委員会 

長計についてご意見を聴く会（第１８回）議事録 

 

１．日  時  平成１６年１１月１０日（水）１３：３０～１５：４０ 

２．会  場  第二豊田ビル西館８階 第二豊田ホール（名古屋市中村区名駅4-10-27） 

３．議  題 

    １．原子力長期計画について 

    ２．その他 

４．出席者（敬称略、五十音順） 

ご意見を伺う方々 

      油田 淑子 全国消費生活相談員協会監事 

      飯尾  歩 中日新聞論説委員 

      飯尾 正和 岐阜県先端科学技術体験センター（サイエンスワールド）館長 

      榎田 洋一 名古屋大学エコトピア科学研究機構教授 

      兼松 秀代 岐阜県岐阜市在住 

原子力委員会 

齋藤委員長代理、木元原子力委員、町原子力委員、前田原子力委員 

内閣府 

森本企画官 

５．配布資料 

  長聴第１８－１号 原子力新長期計画策定に望むこと 

  長聴第１８－２号 原子力開発に関わる要望 

  長聴第１８－３号 原子力はなぜ信頼されないのか 

            －私が体験した原子力事業および原子力政策から－ 
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６．議事概要 

（森本企画官）それでは、時間となりましたので、原子力委員会「長計についてご意見を聴く

会（第１８回）」を開催させていただきたいと思います。以降、進行を齋藤委員長代理にお願

いしたいと思います。 

（齋藤委員長代理）皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきました原子力委員会の委員長代

理を務めさせていただいております齋藤でございます。 

 本日は近藤委員長が国会対応ということで急遽来られなくなり、私の方で司会進行役を務め

させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は「長計についてご意見を聴く会」に多数の皆様がお忙しいところ、ご参集いただきま

して、まことにありがとうございます。特にご発言賜ります５人の皆様方におかれましては、

大変急なお願いであったかと思いますが、快くお引き受け賜りまして、心より御礼を申し上げ

ます。どうぞ忌憚のないご意見、また建設的なご提言を賜ればありがたく存じます。 

 さて、ご来場の多数の皆様方におかれましては、原子力委員会の役割とか、あるいは「原子

力の研究、開発及び利用に関する長期計画」、これを略して長計とか原子力長計と呼んでおり

ますが、これについて既にご案内のことかと思いますけれども、初めての方、あるいはなじみ

のない方もいらっしゃるかと思いますので、最初に数分頂きまして、私の方からご紹介をさせ

ていただきたいと思います。 

 まず、原子力委員会の役割でございますけれども、昭和３０年に原子力基本法が制定され、

原子力の研究、開発及び利用は平和の目的に限り、安全の確保を旨として民主的な運営のもと

に自主的にこれを行うと定められました。そして、原子力の研究、開発及び利用に関する国の

施策を計画的に遂行し、原子力行政の民主的な運営を図るために、内閣府に原子力委員会及び

原子力安全委員会を置くと定められているわけでございます。 

 そして、原子力委員会の役割としては６項目掲げられてございまして、その事項について企

画し、審議し及び決定するということでございますが、６項目のトップに「原子力利用に関す

る政策に関すること」というのがございまして、今回は、この事項に基づいて企画させていた

だいた次第でございます。 

 そして、先ほど申し上げましたので、原子力長計と略させていただきますが、これにつきま

しては、昭和３１年に原子力委員会が発足いたしまして、第１回の原子力長計を策定してござ

います。そして、概ねその後５年ごとにこれを改定、策定してきておりまして、合計９回を重

ね、現行の原子力長計というのは来年の１１月で５年目を迎えるわけでございます。そういう
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ことで、私どもといたしましては、本年６月から新計画の策定作業に取りかかったところでご

ざいまして、来年中には仕上げたいというふうに思っている次第でございます。 

 その中で、原子力長計の中で主にどういうことを議論するのかということを簡単にご紹介申

し上げますと、１つは安全確保と防災等国民社会と原子力の調和、それから原子力発電と核燃

料サイクル、また原子力科学技術、放射線利用、国際社会と原子力の調和、そして人材確保の

推進、こういったことに関しまして広く有識者の方々に策定会議のメンバーとなっていただい

て、審議していただくということでございます。 

 先ほど申し上げましたように、「新計画策定会議」を６月から発足しておりますが、私ども

原子力委員会といたしましては、この「新計画策定会議」の発足に向けまして、本年１月から

こういった形で国民各層からのご意見を幅広く聴取したいということで、長計に関する意見募

集を行いますとともに、「長計についてご意見を聴く会」をこれまで１７回開催してきてござ

いまして、本日第１８回ということでこの名古屋で開かせていただいた次第でございます。 

 そして、長計の策定会議の進捗状況につきましては、新聞等でご案内かと思いますが、これ

まで「新計画策定会議」を１１回ほど開かせていただきましたが、先ほど申し上げた項目の中

で今一番喫緊と申しますか、重要な課題である核燃料サイクルについてこれまで議論をしてき

たところでございます。おおよそのところはこういったところでございますので、また後ほど

ご議論ありましたらご紹介させていただきたいと思います。 

 それでは、時間も限られてございますので、最初に本日ご意見を賜ります５人の方々をご紹

介申し上げたいと思います。あいうえお順でご紹介申し上げます。まず、油田淑子様でござい

ます。全国消費生活相談員協会監事でいらっしゃいます。その次に、飯尾歩様でございます。

中日新聞論説委員でいらっしゃいます。３番目に飯尾正和様でございます。岐阜県先端科学技

術体験センター（サイエンスワールド）館長でいらっしゃいます。次に、榎田洋一様でござい

ます。名古屋大学エコトピア科学研究機構教授でいらっしゃいます。その次に、兼松秀代様で

ございます。岐阜県岐阜市にご在住でいらっしゃいます。本日はこの５人の方々からご意見を

賜りたいと思っております。 

 なお、こちら側の方には原子力委員、ご紹介を一人ずつ簡単にいたしますが、原子力委員の

木元委員でございます。それから、町委員でございます。それから、前田委員でございます。 

 ４人の原子力委員が来ておりまして、あと事務局の方から森本企画官がこちらの方に座って

おります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、この後の会議の進め方をちょっとご紹介させていただきたいと思いますが、おの
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おの５人の方々にはまず、お一人１０分をめどにご意見を発表していただきたいと思っており

ます。そして、お一人ずつその後５分ほど私どもの方からご発表の意味をよく確かめさせてい

ただくと申しますか、理解を深めさせていただくためにご質問をさせていただくということを

させていただきたいと思います。あくまでも私どもはご意見を賜るということで、こちらにと

って理解不足の点がありましたら確かめさせていただくということでさせていただきたいと思

います。 

 そういたしますと、予定どおりにいきますと１５分から２０分ぐらい残りますので、その残

った１５分ないし２０分につきましては、こちらからの質問の足りなかったところ、あるいは

５人の発言者の皆様の方からもう少しつけ加えたいということがございましたら、残りの時間

でお話しをいただければという形で進めさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 こういう場合には、どうしてもあいうえお順になってしまうので、本当は私はくじ引きでも

していただいたらどうかなという感じもいたしましたが、いつものような進め方で恐縮でござ

いますが、まずトップバッターといたしまして、油田淑子様、よろしくお願いいたします。 

（油田淑子氏）いつもトップバッターで大変不幸な思いをしております。冗談はさておき、私

は立場が消費生活相談員協会の者でございますので、この計画について消費者の視点から望む

ことを少しお話しさせていただきます。 

 現在、世界的な規模の紛争やテロが発生していますし、国内では事故、災害などが多発して

いることもありまして、私どもは国内産の食糧の安全確保が重要であると同時に、エネルギー

についても国内で安全確保することが最も重要な課題だと考えております。 

 エネルギーの安全確保を考えた場合、原子力の技術を無視することはできないと考えており

ます。しかしながら、過去の戦争体験とかスリーマイルやチェルノブイリの事故に続いて、ま

た我が国でも悲しいことにＪＣＯの臨界事故で犠牲者を出してしまったことなどもありますし、

美浜の配管破断やもんじゅのナトリウム漏れ、さらに、ごく最近では東電の事故隠しや資料の

改ざんなどのいろいろな不祥事が多発しておりますと、国民の原子力に対する不信感は非常に

高まっているのではないかと考えています。国民が安全性を疑うこと、特に放射性廃棄物対策

が確立していないことに対する不安、それから原子力という先端技術が非常にわかりにくいと

いうことから、ネガティブにならざるを得ない状況に国民が置かれているのではないかと考え

ています。特に再発する不祥事については、私ども理解のある人々でさえ、あきれ返っている

というのが現状ではないかと思います。国民に近い電力会社でさえ、消費者の目線で物事をと
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らえて、消費者本位の誠実な事業への取り組みと情報開示を十分行ってきたかということを真

摯に振り返る必要があるのではないかと考えております。そういう意味で、この計画がまず国

民の信頼を回復するというところから始めなければならないと考えております。 

 そこで、まず計画策定に当たり基本的に考えていただきたいことを２つほど申し上げます。 

 この計画が専門家による専門家のための計画であってはならないということです。原子力に

よるエネルギー政策を進めるには、何よりも国民社会との調和のとれた環境をつくり、これま

で以上に理解と認識度を高めることが必要ではないかと考えております。そのためには、言う

までもなくわかりやすい計画であってほしいと思います。また、計画の策定に当たっては消費

者の意見が反映されるということを強く望みたいと思います。そういう意味では、この委員会

が今までパブリック・コメントを募集したり、市民や学者の意見に耳を傾ける機会をお持ちに

なっているということは大変高く評価したいと思っております。 

 さて、計画の具体的な内容ですけれども、いろいろな視点で先ほど委員長代理の方からもご

説明をいただいておりますが、素人の私でもわかる範囲のことで述べさせていただきます。 

 資料を見ますと、４つのシナリオ等さまざまな角度から評価がなされているんですけれども、

私たち消費者にとっては安全性ということが一番重要な要素となってきます。一言に安全性と

申しますけれども、まずは原子力施設周辺の人々とか環境に及ぶリスクを十分にとらえていた

だきたいと思っています。そして、安全の実績を積み重ねていくということが必要ではないか

と思っています。当たり前のようですけれども、国や事業者は安全だということを一方的に押

しつけるだけではなくて、原子力が抱えているリスクとベネフィットをきちっとわかりやすく

情報公開して、説明責任を果たすことが重要ではないかと考えております。そのために、まず

安全性確保のためには事業者においては一層のコンプライアンス経営を進めることが必要では

ないかと思います。例えば最終利用者主権ということも考えながら、きちんと情報公開もする

こと、それから外からの評価もきちんと受けることというようなことで、コンプライアンス経

営を進めていってほしいと思います。 

 トラブル発生を防止するには、何といっても、設計から運転までのきちんとしたゆとりのあ

る設計、そして高性能で高品質の設備の確保とフェイルセーフシステムと検査、点検システム

の向上を図ることが第一ではないかと考えますが、トラブルがない、安全だというばかりでは

なくて、トラブル発生時の早期発見、拡大防止対策、些細なトラブルもきちんと報告するよう

な、そういう情報の流れの体制などを整備していっていただきたいと思っております。また、

それは事業者に望むことでございますし、国にあっては最新の知見を取り入れた規制を策定し
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て、監査や監督や指導を行うとともに、国民に対する説明責任を十分に果たしていただけるよ

うな体制を整えていくというようなこともきちんと計画の中に盛り込んでいただけたらと思い

ます。 

 言ってみれば、ベネフィットの影にリスクのない技術というのは従来からないと思うんです。

航空機にしても自動車にしても医療の技術にしても、それぞれベネフィットとともにリスクを

抱えていると思うんですね。でも、それ以上に原子力が抱えているリスクという大きさは国民

も推進する側も恐らく十分承知しているはずなんですね。それゆえに、他の先端技術にはない

ような厳しい規制があると思うし、それによる安全対策が実施されてきたゆえに、自動車事故

のように１年間に１万人前後の死者が出るというようなことも今までは起こっておりません。

原子力でそのような大きな事故が発生していないからといって、一たん事故が発生すれば人々

に与える被害は何世代にも及ぶ大変影響の大きいものだというふうに考えております。自動車

事故やそんなものとは比較ができないのでありますから、安全、安全という前にまず事故、災

害時の発生に対する対策についても十分な対策が立てられなければ国民の不安はぬぐい切れな

いだろうと思っています。 

 また、最悪の事態を想定した対策について、国や自治体の責任と事業者の責任をもう一度見

直して明確化することも必要ではないかと考えています。原子力はさまざまな技術が統合した

巨大なシステムであるわけですけれども、それゆえに将来的な長期的な展望が大変重要になっ

てくると思うんですね。現在、電力が自由化する中で、計画は立てたけれども、それを安定し

てきちっと推進できるようにするにはどうしたらいいか、そういうこともきちんと実効性のあ

る計画にするよう、きちんと検討していただけたらと思っています。 

 次に、２つ目に経済性が十分検討されなければエンドユーザーとしては非常に困ると思いま

す。高いものを押しつけられるというのは非常にかなわないと思っています。いろいろなシナ

リオが検討されているのでしょうけれども、これで十分精度の高いものかどうかということ、

各方面のご意見を取り入れて、再度検討していただき、国民の納得できるもの、国際的にも通

用するものに精度を高めていっていただきたいと思っております。 

 何よりも原子力の置かれた困難なことを思いますと、途中で路線変更ということも考えられ

ますが、今後は量を拡大するというよりも質の高さというものが問われるような感じがします。

事業者にあっては、今あるものの効率を上げること、国にあってはさらに最新の技術や科学の

研究を進めていってほしいと思っています。 

 ３つ目に、長期計画とはいっても国際的な情勢、社会の変化に従って常に見直しを図ること
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ができるような計画策定の仕方であってほしいと思っています。先ほど長期的展望に立って実

効性のあるものにと申し上げましたけれども、新しい知見や国際情勢によって、原子力以外の

技術との融合などということも出てくると思うんですね。原子力を水素発電に利用するという

ような考え方も今では進んでいると聞いておりますので、そういうものが現実化したときには、

早急に計画を見直していけるような体制であってほしいと思っています。 

 最後に、原子力エネルギーの関連の施設の立地に当たってですけれども、これまでは立地を

している、あるいは計画を進めているところの住民が参加するということも少なく、地域の長

期的な発展を確保するような視点で計画が進められていたのかということに関しては、かなり

私自身は疑問を持っています。短期的に交付金なんかをばらまくというようなものではなくて、

地域の産業や文化などを高めて魅力ある地域に育てるという意識に基づいたそういう立地や計

画がなされて、そして多面的に真に豊かな地域づくりを目指した計画にしていただきたいと考

えております。 

（齋藤委員長代理）どうもありがとうございました。それでは、何かご質問等ございますか。 

（町原子力委員）今おっしゃったことは、共感するところがたくさんあったんですけれども、

一つだけ経済性について、高いものは困るというお話がありました。高いものは困るというの

は、私も市民ですからわかるんですが、こういう考え方と環境をいかに守るかとか、安全をい

かに確保するかというような、経済性と相反するようなケースが出てくると思います。割り切

りというか、その中で一番いいところを探っていくということだと思いますが、この辺はどう

いうふうにお考えになっていますか。 

（油田淑子氏）安かろう、悪かろうというのは困るというのは、どんなものに対してもそうだ

と思うんですね。環境にいいからとか、安全に対して何も心配がないからといって、やたらに

高いエネルギーを求める人もいます。消費者としては、やたらに高いエネルギー、電力を起こ

すのに非常に高いコストがかかるエネルギーは、どれほど安全であっても、私たちが日々使う

にはあまり現実的ではないような気がいたします。そういう意味で、もちろん危険性を含んだ

ものについては、環境への配慮や安全への配慮として、そういうコストはきちっと盛り込むこ

とは必要ですが、それが安く見えるような試算の仕方ではなく、きちんとそれが評価できるよ

うな試算の仕方というのをとっていただきたいと申し上げておきたいと思います。 

（木元原子力委員）ありがとうございました。市民参加懇談会を原子力委員会で立ち上げて、

そこでいろいろと交流を図っているんですけれども、広聴広報、広く聴いて、広くお知らせす

るという精神で、相互理解を深めようとしています。そういうことに対しての評価はいかがで
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しょうか。先ほど、消費者の意見が反映されていることという中に、市民参加懇談会も市民の

声ということで入ってくると思うんですけれども、これはこれからも続けて、もっときめ細か

くやった方がいいのか、人数を多くしなくてもいいのか。いかがでしょうか。 

（油田淑子氏）木元委員のおっしゃるとおりだと思うんですね。もちろんすごく手間暇がかか

ることだと思いますが、その手間暇を惜しんだばかりに大きな禍根を残すようでは何にもなら

ないし、決めるのは国民だというふうに思うんです。幾ら国が決めるといったって、それは国

民の決めることでもあるし、国民が理解しないようなものは国民に安心を与えられない。だか

ら、市民参加懇談会は今まで何度かやっていて、やり続けてくださったことについては、評価

をしています。やってもやってもむだのように見えるような事柄でも、やればやるだけの少し

ずつの積み上げになるかというふうに考えています。 

（木元原子力委員）ただ、それが政策に反映するか、私の声はどう入っているかということに

もつながります。ご意見は、策定のプロセスに反映させるべく、今一生懸命やっています。 

（油田淑子氏）そうですね。言うだけ、聞くだけ聞いた、策定には関係ないというのでは、そ

れは言った意味がありませんので、ぜひ委員の方でそれは十分ご配慮いただきたいというふう

に思います。 

（木元原子力委員）ありがとうございます。きょうもその一つです。あと一つだけ、先ほど町

さんもおっしゃった経済性の問題で、長聴第１８－１の②のところに「他の選択肢とのコスト

を総合的に比較して」とあります。再処理する場合と直接処分する場合のコストの比較をして

いますが、それも長期計画の中に書いた方がいいということですか。 

（油田淑子氏）幾つも幾つもという意味ですか。 

（木元原子力委員）原子力委員会が計算したのがあります。 

（油田淑子氏）４つのケースがありましたね。 

（木元原子力委員）それで、大きく分けて直接処分した場合の費用と、それから再処理した場

合の費用を出したんですね。それを長期計画の中に書いておいた方がいいですか。 

（油田淑子氏）資料として入れていただき、その計画の中に盛り込むのは最終に決定したこと

を盛り込めばいいのではないでしょうか。だから、資料としてそれを私たちが見て理解できる

ような形で入れていただければというふうに思っています。 

（木元原子力委員）ありがとうございました。 

（前田原子力委員）どうも貴重なご意見ありがとうございました。 

 時間の関係もあるので、一つだけお伺いしたいと思います。地域の長期発展を確保するよう
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な視点ということを最後におっしゃいましたが、非常に大事な点だと思います。おっしゃった

とおり、これまでは、原子力施設の立地地域に対して、交付金だとか、あるいは固定資産税が

入るとか、随分結構たくさんのお金は入っているけれども、それがほとんど箱物に使われてし

まったりして、地域が長期に発展していくための総合的なプログラムのようなものになってな

いというようなところがあると思います。 

 ただ、それは国も、あるいは事業者も、もっと地域の希望に沿ったものにしなければいけな

いという点は理解していると思うんですけれども、これは地域の方からもむしろ主体的にそう

いった長期発展のビジョンを提示なさって、それを受けて国や事業者と一緒にそういうものを

実現していくような努力というのが必要だと思います。そういった取り組みについて消費者と

いうか、地域の立場から、何か具体的な動きやご提案があれば、お聞かせいただきたいと思い

ます。 

（油田淑子氏）具体的にというのは、非常にお答えしにくいところで、立地地点に私たちはい

るわけではなくて、大量消費地にいるわけですから、そこまで細かく思いが至るかどうかわか

りませんが、私が六ヶ所で、「計画があって、ある程度いろいろな施設ができてしまったら、

そこは空っぽになってしまう。優秀な技術者が来て、優秀な技術でいろいろなものをつくって

も、単身赴任で来て家族も来ないから、そこの教育程度も高まらないじゃないか」とよく申し

上げます。そういうことも含めてきちんと地元の人たちと共生していくようなことが早くから

どうしてできないのだろうかと思います。 

 外国なんかをちょっと見ていますと、共生というような意味では非常にうまくやっていると

ころがあると思うんです。比較して何の役に立つかわかりませんけれども、例えば宇宙開発の

基地がアメリカなんかにありますよね。宇宙開発の基地はとんでもなく不毛の地帯に宇宙開発

の基地ができていますよね。その不毛な地域に宇宙開発のものだけではなくて、ほかのものが

いろいろできて、そこが非常ににぎわっているというようなのを見ますと、こういうことなの

かというふうにちょっと感ずることはあります。 

（齋藤原子力委員長代理）どうも貴重なお話ありがとうございました。 

 それでは、次に飯尾歩様、よろしくお願いいたします。 

（飯尾歩氏）きょうは油田さんがいてくださるおかげで１番でなくてすむのですけれども、大

体こんなことを言いたいなということを先に言われてしまうリスクというのがあって、結局こ

ういうものなのかなと思うんですよね。安心、安全の影には必ずリスクがつきまとうというよ

うな、小さなことから大きなことまでそういうことなのかなというふうな気がしみじみしてい
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ます。基本的には油田さんのおっしゃったことは非常によくわかります。僕ら一般の人から見

れば、原子力というのはすごく大きくてわからないものなんですね。 

 ちょうど５０年前の１１月３日というのは、世界的に有名なゴジラという怪獣の誕生日なん

ですけれども、水爆実験が生んだ原子力の申し子、それから放射能を吐きますよね。背中の光

はチェレンコフ光だと言われますけれども、原子力を擬態化するとやはりああいう怪物になら

ざるを得ないというのが、今までずっとそういうふうに多くの人たちは見てきているというこ

とだと思います。ゴジラもこれで最後だということなんですけれども、最後だ、最後だと言い

ながら、また何年かたつと復活してくるというのも何となく象徴的ではあるんですけれども、

見えないものだとか、わからないものが怖いというのは、これは何も原子力だけのことではな

いと思うんです。原子力の場合、非常にそれを助長するような状況というのが偶然なのか、そ

れとも必然なのかはわかりませんが、いろいろ出てきます。何か本当は明るい未来を平和利用

でもって開くべきものなのでしょうが、そこに薄暗いものがつきまとい過ぎる。 

 例えば、東電の隠蔽体質、隠すという、そういうニュアンス、それから浜岡のときに私もち

ょっと中部電力の記者会見場に隅で聞いていたんですけれども、一般の人との感覚のずれ。つ

まり誰が見ても傷なんですけれども、何かの規格に一致してないとこれは傷ではないと言って

しまう。だから、それは発表しなかったという、目で見てだれが見たって１００万人のうち９

９万９,９９０人までが傷だと思うようなものでも傷ではないという感覚のずれ。それから美

浜の先般の事故に見られる丸投げの無責任体質、その後の対応の悪さ。そういう薄暗さという

ものをまず払拭してかからないと、原子力というのはいつまでたっても、つまりゴジラはいつ

までたっても復活してくるのではないかなと思うんですよね。 

 だから、ひとつここでご要望しておきたいのは、学識者の皆さん、委員の方と一般の人の間

の感覚の中にもまだずれがあるのではないかという危惧を外から見ると持たねばならないよう

な状況、それを埋めていく情報のやりとりというのを十分に担保した上での計画策定であって

いただきたいというのが一番今申し上げておきたいことかなと思うんですよね。 

 先ほど町委員のご質問にありましたが、それを埋める過程において、コスト論ということは、

僕はあまり必要ないと思うんです。必要なことには幾らでもお金をかけていただいていいし、

そうまでして得るべき電気だという危険を可視化するという意味でもそれが現実なら仕方がな

いと思うんですよね。安全、安心ということには生活者自身も責任を負うわけですから、我々

が原子力のベネフィットを受けるためには、我々自身が払わなければならない代償があるとい

うことは、きちんとこれは明確にした方がむしろいいと思います。 
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 ですから、安全神話という言葉、まさに神話であるべきだと思います。安全だ、安全だとあ

まり言い続けていただきたくない。不完全なものだという、そういう前提でもって物事を進め

ていただきたい。例えば、去年、東京電力の原子力発電所が全部止まってしまったけれども、

短期的には困ることはなかったというように、いろいろなところにひずみが出てきます。リス

クというものを共有した上で、需要と供給のバランスをとっていく。まさに原子力の安全性は

神話であって、なおかつ使わなければならない現状から、どのように需要と供給の関係も改善

していくのか。それから、敷衍して考えますと、今度の長計の争点というのはあえてこういう

言い方をするならば、核燃サイクルが「復活」するか、しないかということなんですけれども、

需要の問題と再処理の問題というのは、これはあくまでも分けて考えて、使用済核燃料の処理

の問題というのは、別々に議論していただきたいなと私は思います。サイクルの中に組み込ん

でしまい、両方が一挙に解消するのではないかということだと、またわかりにくくするのでは

ないかなと思います。サイクル自体を国民の多くは見てないわけですから。原子力が電気とい

うか、我々の現状の生活を維持する上でどれだけ必要なのかということと、それを例えば不完

全な安全性に鑑みて、我々もそれに暮らしの方をアジャストできるかということと、それから

処理し続けなければいけないという問題からリサイクルだと、リサイクルというのは今、はや

りでもありますし、ちょっと耳に届きやすい言葉ではあるんですけれども、それを一緒に考え

るべき条件はまだまだ一般には整ってないと思うんです。ですから、バランスというか、数字

を合わせるというところまで国民の意識はいってないと思います。コスト論とこれをどうする

か、一般には僕は今までで使用済核燃料も高レベル放射性廃棄物もこれはどうしようもない、

使ったものというのは何とかするしかないというのはありますが、これと原子力を推進するか、

それから電気を野放図に使っていいかという問題は別だと思います。あまりここだけに焦点が

当たってしまうとむしろ困るのではないかなという気もしないでもありません。 

 それから、一般の人たちの感覚という意味で、ちょっと話がずれるかもしれませんけれども、

昨日たまたま環境税の問題で環境省の方々と議論する機会がありました。少しびっくりしたの

は、環境税に対する考え方が随分変わってきたなという資料があって、例えば読売新聞の今年

の１０月２１日に環境税の導入に賛成だという人が４５％、産経新聞で６６％、日経産業新聞

でも６５％で、環境省が共同通信に委託した調査でも６１％賛成だとあります。４つも並んで

いますとかなり信憑性はあると思うんですけれども、増税に対して一般の人たちがこれだけ肯

定的な意見を持つというのはちょっと考えられないことですね。地球温暖化の問題というのが

それだけ見えてきたということが一番大きいと思うんです。自分たちの生活との接点において、
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地球温暖化というのがわかるようになってきた。 

 大抵の時候のあいさつというのは、「何ですか、ことしの夏は暑いですね。いつまでも冬が

来ませんね。秋はどこに行ったんでしょうね」というあいさつが当たり前のようになりました。

温暖化という問題と生活を切り離しては考えられない。そうしますと、民生部門でどうとか産

業部門でどうとか運輸部門でどうとかという以前に、我々自身もということを多くの国民は考

えるのではないか。国民というのは、そんなに有識者、一般と分けるほど、例えば環境だとか

安全だとかに関しては、感覚的差異はないのではないかという、そういう前提で物事を進めて

いただきたいなという一つの例だなという気がしました。 

 つまり自分たちが対峙するものが生活感覚の中で見えてくれば、それに対してちゃんと対処

するようになる。建設的な議論も述べられるし、肯定するべき肯定をし、否定するべき否定を

できるという、そういうまず可視化する、見えるようにしていただきたい、原子力を怪物では

なくしていただけるような計画を立てていただきたい。環境税の議論の中でも、私は温暖化対

策予算の１兆３,０００億円の中に原子力発電所の建設部分を盛り込むというのは、個人的に

は非常に疑問を持っているんですけれども、この間月末に速報値が発表されて、１９９０年時

点から４％ＣＯ２の排出量がふえていると、１４％日本は減らさなければならないんですけれ

ども、そのうちの試算によると４％は原子力で削減できるということを言われると、やはりそ

れは好むと好まざるとにかかわらず、原子力を考慮に入れなければいけないわけですから、そ

ういうところもきちんと議論した上で物事を進めたい。少なくとも京都議定書に関しては、こ

のままの状態で２００８年まで続けば絶望的だということは確かですので、そういうことも広

く国民生活との関連の中で、国民に考えていただく、よく見て判断していただく、絶対の安全

はないんですけれども、次善の策をどういうふうに考えていかなければならないか、これから

どうしていかなければないかということを共有できるような、そういう指針にしていただけた

らと思います。 

（齋藤原子力委員長代理）どうもありがとうございました。何かご質問ありますか。 

（町原子力委員）大変興味深く伺いました。いろいろ伺っていて考えてると、ゴジラになって

しまった原子力の正しい姿を国民に理解していただくには一体どうしたらいいかというのは、

多分これが一番の大きな課題かなという気がしています。なぜゴジラになったかというと、チ

ェルノブイリがあったり、広島があったり、長崎があったりという非常に不幸な出来事によっ

て、原子力がそういうふうに見なされてしまったわけで、我々は原子力を正確に理解していた

だく努力をする必要があります。一つは教育が非常に大事だと思うんですね。先日も高校の先
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生方とお話する機会があったんですけれども、教育の中で原子力というのは必ずしも十分に時

間をとって教えられていないようなんですね。 

 それから、もう一つは飯尾さんが携わっておられるメディアの役割は極めて大きいと思いま

す。事故の報道は、新聞の社会面も含めて取り上げられるわけですが、原子力の正しい理解は

科学欄などに載るケースもあります。啓蒙的な意味でメディアに積極的にとり上げていただく

必要があると思いますが、その辺について考えを聞かせていただきたいと思います。 

（飯尾歩氏）これはやはり継続が必要だと思います。その刹那のニュースの報道を逐次するの

は大切ですけれども、継続が大切なので、その辺親密さを増していただきたい。 

 お互いにちょっと何かアレルギー反応みたいなところもあって、昨今の核燃サイクルの問題

を見てみますと、例えば非常に全面広告合戦みたいなのも全国紙を中心にしてあるじゃないで

すか。そうしますと、ここでどことどこがどういう立場ということは言いませんけれども、色

分けもはっきりされてしまいますね。そうではなくて、やはりもっと中立的な議論を継続して

各社ができるような、プロパガンダ合戦ではなくてというようなソースの方のアプローチとい

うのも非常に問題があると思うんです。 

 例えば今日の開催のプレスリリースを参考にさせていただきましたけれども、報道関係者の

傍聴、こういう言葉づかいも変えていっていただけませんかね。報道関係者の傍聴ではなく、

もっと踏み込めるような、報道関係者にもっと来いよと。傍聴を希望される報道関係者は傍聴

席の確保の必要上、開催目前まで云々とあって、確保できない場合がありますと。これは仕方

がないにしても、傍聴は１社につき原則１名、撮影のために会議冒頭のみの入場の報道関係者

は除くとありますけれども、これは確かに忌憚のない会議ということもあるんですけれども、

もっとメディアの関係者も好きなだけ入れて、ざっくばらんに話ができるような機会というの

もいっぱい持つとか、私は個人的には伝えるだけではなくて、一緒に考えて、一緒に掘り下げ

ていくべき問題であると思っておりますので、そういうような伝えるものと伝えたいものを持

つ人たちの関係について、計画の中に盛り込むべきことかどうかというのは別にして、アプロ

ーチの姿勢としてご考慮いただく余地があるのてばないかなと思います。 

（齋藤原子力委員長代理）ありがとうございました。 

 大変痛いところを突かれたような感じもいたします。実は明日、東京で各社の論説委員と場

を持って議論するということも計画しておりますので、時間の許す限り私どもも努力してまい

りたいと思っております。 

（飯尾歩氏）それと、もう一つ私からついでに言わせていただきたいんですけれども、東京だ
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けではなくて地方の論説懇というのもお持ちいただけると、立地はすべて地方にされておりま

すので、それはぜひお願いしたいと思います。 

（齋藤原子力委員長代理）努力したいと思います。 

（木元原子力委員）今おっしゃったことはそのとおりで、今日のこの文書は確かによくないと

ころがありますね。「聴取」するなんていう言い方、あれはやめたいです。本当に私も不愉快

です。失礼しました。 

（齋藤原子力委員長代理）恐縮でございますが、時間の関係で続きまして飯尾正和様、よろし

くお願いいたします。 

（飯尾正和氏）岐阜県先端科学技術体験センターは、愛称で サイエンスワールドと言ってい

ます。非常に仰々しい名前が付いた科学館になっていますが、実は十二、三年前、当時の科学

技術庁が２１世紀を担う若者、子供たちがいかにも理科離れから科学体験不足であるというこ

とで、体験を中心とした科学館をつくることになり、岐阜県が補助金を受けてその第１号とし

て瑞浪市につくった施設です。科学体験が中心ですので、展示物はなく、実験室が４つあり、

２００名が一遍に実験できるようになっています。そこで子供たちが科学実験や科学工作を行

いながら理科が好きになり、将来、科学者や技術者になるような人材をつくろうという、科学

技術系人材育成が当館のスローガンになっています。ありがたいことに、昨年度は年間２１０

校の小・中・高・大学が利用され、いろいろなワークショップを行い、理科が好きになるよう

な実験、学校ではできないような実験に高い評価をいただいております。 

  館長にとって、２１世紀を見通すとエネルギーと環境が大きなキーワードであり、これを

どのような格好で子供たちに位置づけるか、また関心を持たせるか、そして、その方向へ進む

ように動機づけるかが一番大きな課題となっています。私も結構ないい年になりまして、最近、

エネルギー危機と環境問題、この２つが日本の、そして我々の前にどんどん押しかけてくる大

きな問題であると感じています。とは言いながら、皆さん、非常に幸せな人生を毎日送ってお

られますが、現に環境問題はひしひしと押し寄せてきているわけです。ただいまも環境税の話

で６０％の人が賛成だと言われましたが、賛成はするけれども、環境税の目的はガソリンを節

約するという意味なのに、多分、今の日本の経済力からみるとガソリンが少しぐらい高くなっ

ても相変わらず自動車に乗るのです。結局、省エネルギーにはならないのではないでしょうか。

日本人というのは戦後ものすごく科学技術が進歩して、良い生活をしているために、何もかも

全てが科学や技術でもってうまくいくという甘い意識でおられるのではないかという危機感を

持っています。 
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  特にエネルギー、いまもガソリンが世界的に値上がりしています。アメリカの報道による

と自動車に乗る人が減ったと聞きますが、日本では自動車に乗る人が全然減るわけでなく幸せ

な国なんですね。ある報道によると、政情不安から原油が高騰したわけでなく、少しず石油の

出る勢いが下がり量が減っているのではないかと言われていました。何年も前から、化石燃料

の限界といわれていますがずるずると来ていますね。石油がなくなると言いながら、なくなら

ないだろうと皆さんそのような意識でおられると思いますが、私は、なくなる日がそんなに遠

い将来でなく来るのではないかと思っています。 

  その時に我々はどうしたらエネルギーの確保ができるか。当館の近くの土岐市に核融合科

学研究所があります。ヘリカルの研究をしています。国の方ではＩＴＥＲの研究も始まってい

ますけれども、核融合、太陽を地球上でつくるということはなかなか大変なんですね。３０年

頃前、核融合科学研究所の前身である名古屋大学のプラズマ研究所を視察したことがあります。

そしたら、若い研究者達が２０００年になったら実験炉ができるだろう、２０１０年にはひょ

っとしたらアメリカか当時のソ連で核融合発電が始まるのではないかと言っておられた。そう

か、２１世紀には出来るんだと思いました。しかし、最近の研究発表を聞いていましたら、ま

だまだ本当に夢、核融合発電が完成するのはいつになるか分からない状態のように感じました。

果たして、化石燃料がなくなるまでに完成するという保障がない状態です。石油に変わるエネ

ルギーとして、太陽や風力エネルギー、燃料電池などの開発が叫ばれていますが、太陽電池の

場合、今の電力を全て太陽電池でまかなうには日本の全ての平野に太陽光パネルを敷き詰めな

いことには日本の電力は得られないと言われています。だから、風力発電や燃料電池が注目さ

れていますが、なかなかうまくはいかないのが現状です。というわけで、エネルギー問題を危

機意識を持って眺めると、今、非常に大変な時代に直面しているのですね。どうも日本人は今

まで科学技術に引っ張られて非常にいい思いをしてきたものですから、また、何か科学技術で

何とかなるだろうという甘い意識が皆さんの中に、我々にもあるのですが、何とかなるような

感じはしますが、ひょっとしたら何ともならない時に今いるのではないかと思っております。 

  このエネルギー危機を考えるときに、化石燃料に変わって何とか我々の生活を維持してく

れるのは原子力しかないのではないかと思います。今、３４％ほどが原子力エネルギーに頼っ

ているわけですが、いつもエネルギーを供給してくれる、そういう次のエネルギー源が出てく

るまでは原子力にある程度頼らざるを得ないのではないかと基本的に思っております。 

  それと、もう一つ、いろいろな事件が発生し、マスコミ等が騒いでいますが、科学技術と

いうのは発達する段階にはいろいろとトラブルがあるのですね。いろいろなトラブルを解決し
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ながら完成に近づいていくものなのです。たとえば、最近の地震で新幹線が脱線しましたが、

地震でも脱線しないようにつくられていたはずですが、実際に脱線してしまった。この経験か

ら、本当に脱線しないように新たに改造されるでしょうね。昔の新潟地震、あの時に橋げたが

ぱたぱたと全部落ちてしまったのですが、その後落ちない橋が出来たわけです 

 科学技術は完成を目指しているわけですが、実際にはいろいろな現象が起こる。これは仕方

がないことで、そういう事を一つ一つ真面目に解決しながら完成品に近づいていくものなんで

す。原子力関係のいろいろな問題も一つの過程かなと思います。それから、もう一つはウラン

だっていつまでもたくさんあるあるわけではありませんし、日本でウランが採れるわけでもあ

りませんので、結局リサイクルというんですか、新しいいわゆる増殖炉も必要なんです。これ

も日本人的な非常にいい発想ではないかと思っています。 

 そのために、またいろいろなトラブルが起きるかもしれません。もちろん人間を犠牲にして

は困りますし、我々もそれを覚悟してはだめですけれども、これは科学技術の発達の歴史とい

うものはこういうものではないかと思っています。 

 そこで一つお願いしたいんですが、そういう研究が出来る研究者の育成、当館の小さな科学

館も子供達が将来科学者になるような育成に頑張っていますが、原子力関係とか新しいエネル

ギーを開発する研究者の育成という点にもっと力を注いでいただきたいと思います。 

  原子力科というかを持っている大学が、今いくつあるか知りませんが、一時はブームにな

った事もありますが、このごろ減少しているのではないかと思います。次の新しいエネルギー

が出てくるまでの一つの橋渡しとして原子力の担う役割は大きいわけですから、より安全で長

い間エネルギーが供給できるような研究をしっかりやっていただきたいと思います。 

 それともう一つ、原子力発電所をつくるつくらないの話をする前に、省エネルギーの問題で

すが、今存在する原子力発電所だけでよいように、エネルギーを大切にするという意識を持つ

べきなんです。ある外国人が、あれだけコンビニエンスストアが深夜まで煌々と電気を灯して

いる、あれをなくしたら原子力発電所の２，３基はいらないのではないかと言われました。そ

れから自動販売機ですが、あれはヒーターとクーラーが入っていてすごい電気を使って、１０

ｍか２０ｍ間隔にあるわけでしょう。そのようなものを法律か何かで禁止するかしてやめない

事には、今のエネルギー問題は何ともならないのではないでしょうか。省エネルギーについて、

原子力委員会で原子力だけの問題ではなくて、エネルギー全体の問題として幅広く活動してい

くべきではないかと思っています。   

  とにかく、基本的には次のエネルギー源が出来るまでは原子力エネルギーがその役をしっ
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かり担うべきであると思いますので、そのための計画をしっかりつくっていただきたいと要望

しておきます。 

（齋藤原子力委員長代理）どうもいろいろとご経験に基づいた貴重なお話をありがとうござい

ました。木元委員。 

（木元原子力委員）ありがとうございました。研究者の育成と、大学に原子力科がなくなった

というお話があったんですけれども、私はもっと以前、幼稚園のころから、原子力というもの

が身近にあるという感覚を持っていくような状況をつくりたいなと思うことがあるんです。と

いうのは、日本が被爆国であるということから、私も最初は、原子力の利用に疑念を持って入

っていったんですけれども、でも私はアトムが好きでした。こちらの飯尾さんはゴジラでした

けれども、私はアトムから入っていきました。ウランちゃんが出てきたり、コバルト君が出て

きたりという世界の中で、原子というものを見つめ、理解してきた記憶があるんですね。です

から、そういう形で小さいころから原子力というものが身近に感じられるようにすればいいと。

子供向けに書いた外国の本があるんですね、子供用の原子力の話です。ジョージ・ガモフとい

う人が書いたんですけれども、あれをたまたま子供に与えたらやっぱり読みましたね。そうい

う環境づくりというのは大学に行ってからではだめで、小さいときからということは考えられ

ないでしょうか。 

（飯尾正和氏）今は研究者の養成という意味で大学の名前を言っただけでして、本当は学校教

育なんですよね。原子力教育をしっかりやるべきだろうと僕は思っています。今はなかなか学

校の教育がうまくそこまで動いていかないものですから、我々のような科学館がある程度その

一役を担うべきではないかなということで、エネルギー教育と環境教育を一生懸命やっていま

すが、迫力はあまりないですね。木元さんが言われるとおり、本当に小さいころからそういう

原子力に対する正しい認識を持たせるべきではないかなと思っています。 

（木元原子力委員）技術体験センターで、例えばアメリカでやっているような実験はさせてく

れるんですか。 

（飯尾正和氏）うちは展示物はありませんから、お客さんが来たり、学校が来ると、全部自分

で実験をするんです。 

（木元原子力委員）例えば、放射線の計測、カウンターをやるとか。 

（飯尾正和氏）実際に霧箱をつくらせて、そして実際に放射線を見たいという講座も用意して

いますし、宇宙線を調べたりするのもやっています。原子力ばかりではありませんが、一端と

してそういうのも入れております。 
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（木元原子力委員）それはとても羨ましいなということが一つと、長期計画の中でも課題を底

辺から持ち上げていくということを検討する必要があるのではないかなと私は思っています。

先ほどのお話ですが、私は省エネルギーで部会長をやっているんですけれども、一つ言葉を新

しく今年６月の中間とりまとめに入れました。そうしましたら、消費者代表の方から反対があ

りました。先生のご意見をぜひ伺いたいんですが、いわゆる供給側は供給責任というのがあり、

国も事業者もいろいろなプランを立てて、原子力も使い、その他も使い、供給責任を果たしま

す。東京電力もあの不祥事のときに、原子力発電がなくなったら火力をたくさん焚く、他から

買う、いろいろな形で供給責任を負いました。しかし、消費する側は使うことへの責任は問わ

れないんですね。使わない努力をしてくださいと国は言っていますけれども、需要者側も消費

することへの責任はあるだろうと考えています。私たちはこれだけ使いたいので供給して下さ

いばかりではおかしいですよね。 

 そこで、文言として入れたのは、いわゆる需要者側も自主的に消費することに対して責務を

負うという記述を入れましたら、消費者側から反対が来たんです。責務なんてとんでもない、

失礼だとか困るとかという声が出るんですね。それはどうしたらいいだろうかと考え込んでい

ます。 

（飯尾正和氏）本当に、日本人というのは今、贅沢三昧の生活をしていると思うんですよね。

今、非常に個別化した社会になっていますけれども、自分勝手に自分の都合のいいような自分

中心的な生活をして、それがどういうことになるのかとかという、そういう判断力がやや欠け

ているのではないかなという感じがします。 

（木元原子力委員）そうですね、それも教育の範疇に入ってくることですね。 

（飯田正和氏）そうですね。教育なり、国民運動的に何かそういうようなことをやっていかな

いと。 

（木元原子力委員）例えば原子力の長期計画の中に、１つの姿勢として省エネ精神みたいなも

のも書いた方がいいでしょうか。 

（飯田正和氏）僕は、いわゆる危機意識をあおるためにも書くべきではないかなということを

思っておりますね。 

（木元原子力委員）ありがとうございました。 

（齋藤原子力委員長代理）ありがとうございました。我々も、今のところは若干悩むところが

ありまして、私どもはあくまでも原子力で、全体のエネルギーを議論する場ではないものです

から。ただし、全体の中の原子力の位置づけというのがあり、今の省エネの位置づけというの
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もある。だから、どこまで我々が言えるか、書くべきか、今後また策定会議の方でも議論をさ

せていただきたいと思っています。それでは、続きまして榎田様、お願いいたします。 

（榎田洋一氏）名古屋大学の榎田と申します。よろしくお願いします。 

 エコトピア科学研究機構というところに属しておりまして、昔は、私は原子力工学の中でも

核燃料サイクルが専門でした。そのときには名刺をお渡ししてもなかなか見ていただけなかっ

たのですが、この４月からエコトピア科学研究機構が名古屋大学にできまして、エコトピアと

いうカタカナが書いてある名刺をお渡しすると、これについてご質問をいただけるということ

では注目を少しいただけます。大学なのにこういう名前をつけるのははしたないというふうに

多分思われている方が、そのことについて聞いていただけるのかなと思うのですが、エコトピ

アというのは、もともとはラテン語かと思いますが、造語でございまして、こういう確立され

た分野があるわけではございません。資料の方にも少し書かせていただいておりますけれども、

今、名古屋大学で目的としておりますのは、地球環境の負荷をできるだけ低減しました環境調

和型の循環・再生社会で、必要な科学技術について研究をこれからするということで、これか

らの研究あるいはこれからの分野だというふうに考えております。 

 循環・再生とは、具体的には物質の循環、まさしくリサイクルですけれども、これは核燃料

のリサイクルだけではありませんで、いろいろな物質、現代社会で利用しているもののリサイ

クルです。それから再生というのは、物質もございますけれども、エネルギーの、難しい言葉

で言うとカスケード利用というんでしょうか、高品位なエネルギー、それから植物とか動物か

ら出るような物質もエネルギー源として使おうというようなところまで、いろいろなプロジェ

クト研究をするということでございます。 

 ただ、そうは申しましても、この研究機構は、研究者と事務等をつかさどっている非常勤、

常勤の職員を合わせまして80名から100名ぐらいおりまして、原子力が専門の者は非常に数が

少なくて、５名もいないと思います。ですから、私の専門は核燃料サイクルなのでございます

けれども、幾らここで原子力は重要だと言っても、何せ100分の５ぐらい、20分の１ぐらいで

すので、そういう原子力の重要性だけを言っても決して認められるという環境ではございませ

ん。 

 私どもの周り、例えば隣の部屋の研究者というのは、紙とか、それからペットボトルのリサ

イクルとか、あるいはダイオキシンの発生の問題などに取り組んでいる研究者でありまして、

４月以来できたものですから、最初のうちはいろいろな情報交換といいますか、どういう研究

をしているのかということについての説明会をお互いにやりまして、それから協力して、大体
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10年間で２期に分けて、１期が５個ぐらいの研究プロジェクトをやろうと、今検討している

ところでございます。 

 その中で、ほかの研究者と話をいたしますと、原子力の核燃料リサイクルとか、あるいは廃

棄物の問題というのも、今までは非常に特殊な問題だと思っていたんだけれども、話を聞くと、

決してさほど特殊ではなくて、ほかの化学物質であるとかエネルギー源と同じような問題があ

って、使われている対処方法も似ているんですね。そうすると、これは原子力の予算も我々で

も申請すればとれるのではないかなと、多分ほかの先生方は考えているんだと思うんですけれ

ども、話をしてみるとそういう共通的な点に気がついていただけます。 

 それから、専門は核燃料サイクルということで、もう既に原子力委員会の方で、資料とか、

議事録など、インターネットで公開されているものを、少し時間をかけて読ませていただきま

したけれども、核燃料サイクルにつきましては、コストの問題を中心としてかなり精密な議論、

あるいは資料をつくられた上での検討が行われていると思います。ただ、核燃料サイクルとい

うのは、現在の技術で既にできているというものではありませんで、幾つかの点ではまだまだ

これから研究開発が必要だということだと思います。 

 資料にも書かせていただいていますが、現在の開発でうたっておりますことは、経済性の向

上というのはもちろんでございますが、それ以外にプルトニウムの拡散をできるだけ行わない

ように、それから国民にもわかりやすく受け入れられるような技術、それからプルトニウムだ

けではなくて、いわゆる核のごみといわれるようなものも、中性子などを照射して半減期の短

い核種に変えて、昔は消滅処理と言っておりましたけれども、核変換をするとか、それから先

ほど来の人を育てるということも重要だし、場合によっては技術を後世の人にきちんと伝承し

ていかなければいけない、そういうようなことに役立つ、あるいは有効な技術開発をしようと

いうことがうたわれているわけです。これはもっともでございますが、なかなかそういうスー

パーテクノロジーというか、すべてのことができるような技術というのは、おそらくそうはな

いと思います。国民にわかりやすくという意味では、経済性の向上を第１の優先順位にするの

か、あるいは国際社会の中で原子力をやるという意味で、核拡散抵抗性を向上するのか、ある

いは国民の多くの方々に賛成していただけるような技術開発なのか、ある程度目標を、プライ

オリティーをつけて絞って、あまり何でもかんでもできますというような技術を開発している

とはうたわないでいただきたい。もし、それが本当にそうであれば構わないんですが、宣伝の

し過ぎはよろしくないのではないかと思っております。 

 私どものエコトピア科学研究機構でも、例えば紙ですとかペットボトルですとか、そのほか
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いろいろなもののリサイクルというのも研究をしているわけですけれども、これは紙もペット

ボトルも核燃料も、みんなリサイクルというのは同じ言葉でございますけれども、やり方はす

べて違うということで、やはりそれぞれに適したリサイクルの方法というのがあると思います。

例えば紙で、以前、うちの名古屋大学のマテリアル理工学専攻の武田邦彦先生が、「リサイク

ルしてはいけない」というベストセラーの本をお書きになって、その講演会に私も出席して話

を聞いたことがありますけれども、ある学校ではリサイクルボックスという使用済みの紙を入

れるボックスが教室の後ろにあって、小学生とか中学生の方がそこに両面書いた紙を入れる。

そうすると、リサイクルしたということになるということなんですが、それは実際そうではな

くて、そこから集める方がいて、実際にリサイクルの作業をして、また新しい紙が出てくると

いうことなんですけれども、リサイクルボックスに入れるところまでは皆さんやるわけですが、

その後はなかなか見えていないところがございます。原子力のリサイクルの方も、そういうと

ころがあるのではないかということで、その見えない部分を見えるようにといいますか、説明

する努力が必要かなということでございます。 

 あとは、今の観点からいきますと、わかりやすくという意味では目的を明確にしていただい

て、人的・金銭的資源は限られておりますので、集中的に投資をしていただいて、できるだけ

明確な目的を果たしていただけるようにと考えます。資料には書いてございませんけれども、

華々しい研究開発ばかりではなくて、実際に原子力を安全に維持していくためには、なかなか

日の目を見ないといいましょうか、縁の下の力持ち的な技術開発もあろうかと思いますので、

そういうところにも十分日が当たるといいますか、配慮をいただけるような長期計画をお願い

したいと思います。 

 それから、専門だということでお許しいただくとすると、少し具体的な話をさせていただき

たいと思うんですけれども、ご存じのように、「もんじゅ」は平成７年１２月の２次系のナト

リウム漏洩事故以来、ずっと停止しています。それから、茨城県の東海村にリサイクル機器試

験施設というのがございまして、これは私が聞くところですので数字は正しくないかもしれま

せんが、約1,200億円を使いまして１棟完成していて、建物はほぼ完全にできているわけです

けれども、中身が必ずしも入っていないといいますか、使われていないという状況でございま

す。「もんじゅ」にしましても、このリサイクル機器試験施設にしましても、既にそこにある

施設でございますので、やはりこの施設の位置づけの明確化を図っていただいて、「もんじ

ゅ」が改造工事をした方が安全であるということであれば改造工事、それから福井県の方では、

研究開発拠点としての利用についても検討してほしいというようなことのようでございますの
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で、そのあたりについてもご検討いただいて、整備・拡充を行うのか、あるいは廃止措置まで

の期間を含めた精緻な計画を立てていただいて、いずれにしても将来の姿が見えるような形で

の検討をお願いできないかと考えております。 

 また、原子力に若い人たちに来ていただくということについてですが、名古屋大学も今の修

士の２年が最後の原子核工学専攻の卒業生でございまして、今度の２月あるいは３月に卒業い

たします。その後は、再び原子力工学科とか原子力核工学科というのができない限りは、しば

らく名前が消えるということになります。やはり、なかなか学生さんはシビアといいましょう

か、クールでございますので、将来がないと見えるところにはなかなか来てもらえないという

ことがございます。私としては、どっしりした原子力開発の計画、あるいはそういう姿が日本

に必要であると思います。原子核工学という看板がなくても、それにかかわるところは、私ど

ももおり、そういう研究あるいは教育をしているということでございますので、ぜひそのどっ

しりした原子力開発の計画の方をお願いしたいということでございます。 

 先ほど来ありますけれども、情報の非対称性というんでしょうか、よく言われるんですが、

専門家は非常に知識が豊富で、ああ言えばこう言うということで、なかなか専門家でない人が

議論で太刀打ちするのが非常に難しいわけですね。最初の方で話をさせていただきましたよう

に、同じ原子力ではなくても近い分野の方にはわかっていただけるという面がございますので、

原子力の技術専門家だけではなくて、経済学とか社会科学的な専門家の目から見ても合理的な

計画をよろしくお願いしたいということございます。以上でございます。 

（齋藤原子力委員長代理）いろいろと貴重なお話をありがとうございました。それでは、何か

ご質問ありましたら。前田委員。 

（前田原子力委員）どうもありがとうございました。 

 今の最後の方のお話を伺っていて、まだ若い学生の方々も、あるいはその教室の先生方も、

原子力に対する関心というか興味がまた湧いてきているようなお話を伺って、非常に力づけら

れた感じがしました。今、原子力委員会でやっています長期計画の議論は随分詳しくごらん頂

いているようですので、その中身についてご意見を伺いたいんですけれども、一番焦点として

議論していますのが、使用済燃料をそのまま処分するのか、あるいは再処理をしてリサイクル

するのかということで、それをいろいろな視点から評価しています。先生は何かその視点にプ

ライオリティーをつけて絞るべきだというような感じでおっしゃったように聞こえたんですけ

れども、実際にやっていますのは、こういう視点から見たらどちらの案がすぐれているのか、

こっちから見たらどちらの案がすぐれているのかと評価をしています。それはそれとしまして、
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再処理してリサイクルするということの重要性について、お話が出ていましたけれども、日本

のエネルギーの自給率を高めるといいますか、エネルギーセキュリティーを高めるという観点

と、もう一つが、やはり環境という観点から非常に重要だと、こういう議論がなされています。 

 環境面から重要というのはどういうことかといいますと、よくご承知のとおり、１つは、要

するに再処理をしますと、放射性の廃棄物、特に高レベルの放射性の廃棄物をもう一度リサイ

クルして燃やしていくということもあって、全体として処分する廃棄物の量を減らしていける

ということです。そういう意味では、ここにも書いていますけれども、循環型・再生型社会に

つながるのではないかと、こんな議論をしているわけなんですが、先生の教室で使用済燃料を

再処理して放射性廃棄物を減らすというような議論に対する理解といいますか、その辺はどの

程度なのか。皆さん方はそこをよく理解していただいているのか、いや、それはちょっとあま

りにも特殊な話であってというところで、むしろ一般の資源のリサイクルとは同列にはちょっ

と考えにくいなということなのか、その辺、お聞かせいただきたいんですけれども。 

（榎田洋一氏）大学では、私自身は学部の３年生と、それから大学院の１年生、２年生に対し

て核燃料サイクルの講義をしております。ちょっと専門的な話ですが、講義の中でやっており

ますのは、天然ウランの利用効率とか、軽水炉だと０.５％、プルサーマルは０.７５％、高

速増殖炉を使うと５０％から６０％に究極的になるというような計算とか、それから天然ウラ

ン資源をどれだけ節約できるかというようなものを講義として、要するに物理的、数字的に教

えているということでございます。 

 原子力委員会の方では、全量再処理か部分再処理か、それから直接処分か貯蔵かというよう

なシナリオそれぞれについて、コストを検討されているようですが、私どもの専門は、最初の

ウランの利用率がどうなるかとか、あるいはその利用率が上がるのに時間がどのぐらいかかる

かとか、その程度のところを大学でやっているわけでございます。核燃料サイクルの専門でで

きないところといいますのは、そこから先の話だろうと思います。本当に将来にわたって経済

性がどうなるかとか、要するに不確実な面も多数ございますので、やはりそういうところにつ

いては、原子力委員会の方でも学際的な優秀な方々からの意見を聴取しているというふうに私

は理解しておりますけれども、やはり原子力だけではなくて、いろいろ経済学とか、あるいは

地勢学的な問題とかエネルギー資源論などからの検討の方がむしろ重要で、天然ウランの利用

率とかコストぐらいまでは従来もある程度わかっていて、やはり難しい問題はそういうところ

ではないのではないかという気が個人的にはしております。 

（木元原子力委員）今の点ですけれども、技術的に安全と認めながらも社会的にどこかで不安
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を感じている、まだ不確定なところがあるということで、ちょっと戸惑うときがあります。私

自身、なぜ原子力か、なぜ核燃料サイクルかということを問い続けることもあるんですね。先

生ご自身は、核燃料サイクルをご専門になさっていらっしゃって、直接処分ということをお考

えになったことはありますか。 

（榎田洋一氏）もちろんございまして、今日はそういう会ではないと思うんですけれども、私

は直接処分の研究開発もぜひ進めた方がいいのではないかと、こういうふうに思うわけでござ

います。ただ、なかなか将来のことを、現時点でどのくらいの確度で見通すかということは非

常に難しいところがございます。長期計画は、かなり長期の例えば２０３０年から２０５０年

とかというところを見据えながら、５年ごとに計画についてはリバイズを図っていくと、こう

いうシステムでございますので、今度の改訂でどういうところを変えるのかといいますか、検

討するのかという、やはりいろいろ強弱をつけた焦点があるのではないかというふうに拝察す

るわけでございます。 

 核燃料サイクルについては、ある意味では非常に時間を割いて検討されていると考えるわけ

でございますし、そうすることによって国民の皆さんにも関心を持っていただけると思います。

幾つかのシナリオについてコストも、短期間の間に、少なくとも専門家も加わってかなり議論

ができるようなところを整備されたわけでございますので、そういう意味では、私が言うのは

非常におこがましいんですが、核燃料サイクルにかかわるものにとっては非常にいい期間だっ

たのではないかなと思います。 

 ただ、将来は、必ずしも専門家が決めるということではなくて、やはり民主主義の世の中で

ございますし、こういう日本の社会としては、国民なり、あるいは選択するのは一般の側だと

思うわけでございます。 

（齋藤原子力委員長代理）どうもありがとうございました。 

 それでは、最後になりましたが、兼松秀代様、最後で恐縮でございますが、よろしくお願い

いたします。 

（兼松秀代氏）兼松です。私がこの話をいただいたのは、おそらく、原子力委員会の長計策定

会議に意見書を出したためだというふうに思っております。意見書の中に、私の思いは十分に

書きました。後でそれについてお話しさせていただければ幸いですが、とりあえずは出した私

の思いは伝わっているというふうに考えております。今日は、資料にあるとおり、「原子力は

なぜ信頼されないか－私が体験した原子力事業および原子力政策から－」をお伝えしたいと思

います。 
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 このお話をいただいてから、原子力委員会のホームページで「長計についてご意見を聴く

会」のページを見せていただきました。その中で、私が一番心を打たれたのは、第９回の小林

傳司さんのなぜ市民に問うことが必要なのかという、そういうテーマのお話でした。コンセン

サス会議のお話だったというふうに思っております。その中で、小林さんが最後に、原子力を

どういうふうに思っていらっしゃるかということを書いていらっしゃいました。それは、信頼

喪失という状況の中でのコミュニケーション、解決のマニュアルはない、過去の円卓会議の検

証をしてほしいというのが、原子力に対する小林さんの言葉だったというふうに思いました。

信頼の喪失という非常に重たい言葉なのですけれども、それについて私がここでお話しするこ

とができれば、それはそれで少し意義はあるかな、私自身にとっても意義はあるかなというふ

うに思って、ここに参加させていただきました。 

 核燃料サイクル機構、私は大抵「核燃」、「サイクル機構」のどちらかで呼んでいますが、

そこの超深地層研究所及び東濃地科学センターというところがやっている事業に私はずっと注

目してきました。約10年くらいです。そういう立場からお話をしたいと思います。それから

サイクル機構の方が今ここにいらっしゃるんですけれども、私の目の前にいつも壁のようにあ

るのはサイクル機構しかないものですから、どうしてもサイクル機構がああしたこうした、あ

そこが悪い、ここが悪いということになるんですけれども、それは地域の者がサイクル機構と

向かい合ったときにどういう状況でいるかということを知っていただきたい、そういう思いで

ございますので、非常に聞きにくいかも知れませんが、ご容赦いただきたいと思います。 

 日本には、ウラン鉱床が多少なりともあって、その中で東濃には日本最大の鉱床があるとい

うことでサイクル機構が入って、そこでウランの探査をしていた。けれども、外国からウラン

の輸入が安くできる、高品位のものが輸入できるということで、東濃地科学センターでの事業

は高レベル放射性廃棄物地層処分の研究に変わって、それはもう十分ご存じのことと思います。

それが１９８６年のことです。 

 そこでまず私が引っかかったのは、サイクル機構はその事業の変更を、土岐市長にだけ伝え

ていたということです。住民の方々には説明をしていなかった。だから地域の方々は、今では

違いますけれども、１０年くらい前までは、サイクル機構はウランの探査を続けているのだと

いうふうに考えていた。 

 それから、信頼されないという私の思いをずっと言っていくわけですけれども、住民はいつ

も最後に知らされる存在だったんです。超深地層研究所がそうです。サイクル機構の所有地に

地下研究施設をつくる。それは、高レベル放射性廃棄物地層処分のための基盤研究となる施設
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だということだったんですけれども、サイクル機構が何をしているかをよく知らない住民にと

って、全く寝耳に水のこと。けれども、サイクル機構と科学技術庁、岐阜県、瑞浪市、土岐市

というのは十分に相談ができていて、それで研究所を建設しますと発表しました。住民はどう

いう形でまず知ったかというと、マスコミを通してです。テレビ報道や新聞だったのです。 

 それからさまざまなことがあって、私の参考資料というところにその経過が書いてございま

す。後でごらんいただければと思います。同年１２月２８日、御用納めの日に４者の協定が結

ばれて、研究所を受け入れました。 

 受け入れたんですけれども、サイクル機構の用地へ行くためには小さな道しかなく、そこで

新たに重機が入るための道路を建設しなければならなかった。ところが、地権者や住民の方々

がそれを認めなかった。６年たっても道路ができなかった。サイクル機構は何を考えたかとい

ったら、彼らの立場としては建設しなければならないのですから、民有地を使って、民有地の

中にある道路を使って、その道路からケーブルをおろして重機を出し入れして、そこで研究所

を建設しようという計画をつくりました。それは、２００１年のことです。そういう計画に対

して、瑞浪市長は助け船を出しました。瑞浪の市有地で道路の心配のないところに来ませんか、

ここで研究ができますかということで打診をされて、サイクル機構はＯＫした。次は資源エネ

ルギー庁に瑞浪市長が確認をして、そして岐阜県や土岐市と相談して、最後に住民に発表しま

した。 

 ここでもまた住民は最後です。説明会はあるのですけれども、もう決まったような既成事実

があって、それを住民が聞かされて、事後承諾というふうに思わざるを得ないものがあります。

サイクル機構の相手というのは首長なのです。住民ではないということを、私たちはつくづく

思わされています。それをご理解いただきたいと思います。 

 そういう意味で、私は資料の一番下の要望の３番目に入れたんですけれども、今、処分場の

公募がされております。もう法律はできているのですけれども、その中にどうしても入れてほ

しい文言というか規定が２つあります。その１つが、地域の住民の意思を確認するために、住

民投票を位置づけてほしいということです。首長しか相手にされない。今でも応募できるのは

首長です。もちろん議会の了承なくしてできないことですけれども、地域の政治風土というこ

とを考えたら、岐阜県で県民投票ができるか、住民投票ができるか、非常に危うい状況です。

研究所を受け入れるに当たって瑞浪市民は、１２月２５日、協定の３日前に、協定を結ぶかど

うかは住民投票させてほしいという直接請願をしました。けれども、それは議会の承諾が優先

されて、協定が結ばれた翌年１月半ばごろに審議されました。そういう政治風土がある中で処
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分場を選ぶということ、それがどういう意味かということを、私は嫌というほど感じておりま

す。ですので、ぜひそれを検討いただきたいというのが、私がここに挙げた一番の大きな問題

です。 

 それから、資料の理由の２のところですけれども、サイクル機構は住民や市民が必要な情報

を伝えませんでした。サイクル機構にとって必要な情報は伝えてくれるのです。ひょっとした

ら、これは原子力全体なのかもしれないというふうにも思うときもあるのですけれども、土岐

市長に伝えた、住民に伝えなかったということが、まずその一番だと思うんですね。決定的な

言葉というのが、東濃地科学センターの所長の言葉で資料の理由２のところに書いてあります。

「誤解を招く恐れから、見学の住民に『高レベル放射性廃棄物地層処分の基盤研究をしてい

る』とは説明してこなかった」、これが研究所を発表した後の所長の言葉です。 

 それから、研究所を計画するに当たりプレス発表するわけですけれども、その中に地層科学

研究をする、地層処分研究開発に反映させるということは書かれるんです。けれども、では地

層処分をする対象物は何かということは、一般住民にはわからないわけです。今でこそ、高レ

ベル廃棄物をどうするこうするという話なんですけれども、１０年前の岐阜県の住民にとって、

放射性廃棄物って何だろう、高レベルって一体何だという状況の中で、放射性廃棄物という言

葉に置きかえて、高レベル廃棄物が抜け落ちてしまったプレス発表だったんです。さまざまに

パンフは出されるのですけれども、２００２年までパンフレットの中に高レベル放射性廃棄物

という言葉が出てきません。２００２年というのは、突然、研究所の移転の計画があって、了

承されて地下研究所ができるということが確認されて新しいパンフレットが出たときに、初め

て高レベル放射性廃棄物という言葉が入りました。私たちはその間に、何度も高レベル放射性

廃棄物という言葉を入れてほしいと要望したり、それから日弁連の調査のときにもそれを要望

したりしましたけれども、２００２年になってやっと実現したことです。私たちにとって必要

な情報がないというのはそういうことでございます。 

 それから、研究所というのは、私は処分場に近いところにあるのがいいというふうに思って

おります。同じ地層の中にあって、不安なところを研究所で研究してフィードバックする、そ

れは非常に合理的であって経済的であると。けれども、岐阜県に研究所の計画が来たときには、

原子力委員会や、それから放射性廃棄物対策専門部会の報告の中で、研究所の計画と処分場の

計画は明確に区別して進めるのだということで、明確に区別された研究所なんだ、処分場から

は区別されたのだということで岐阜県は受け入れました。岐阜県も瑞浪市長も、処分場なんか

受け入れないと言っています。 
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 でも、ここでよく考えてみると、計画が区別されただけであって、地域を区別されるという

ことが、報告の中にも長計の中にも一切ないわけです。けれども、明確に処分場とは区別され

たんだということをよりどころに、サイクル機構は研究所をつくってきたわけです。それから、

市長も岐阜県知事も、処分場とは区別された研究所だからということで受け入れてきました。 

 高レベル廃棄物処分の法律が２０００年にできたときに、研究所を建設する地域は処分場か

ら除外するという文言を入れてほしいと私は願いました。サイクル機構はサイクル機構法でや

るんだ、原環機構は高レベル処分法でやるんだ。でも、その中で研究所がどうなるのか、盛り

込まれないまま来ました。それで、瑞浪市がどういう状況か、岐阜県がどういう状況かといっ

たら、原環機構から、概要調査地区の募集をしております、公募に応募しませんかという応募

用紙が当然届いております。それは、処分法の中では、瑞浪市であろうが北海道の幌延町であ

ろうが青森であろうが平等なわけです。明確に区別されたはずの研究所の計画というのは、地

域が区別されないがためにこういう状況があるということです。私は、それを担保していただ

きたいというふうに思っています。それが、資料の要望の１番目にございます。 

 なぜ、こんなふうに研究所の計画と処分場の計画を明確に区別しなければいけなかったのか

というと、研究所がつくれなかったという経過があります。サイクル機構が幌延で何をやった

かということはご存じだと思います。真夜中に現地に入り込んで調査をした、器具の設置場所

をマーキングした、岩石を採取した、それで研究着手だということが８５年１１月２３日に起

こりました。それから、機動隊を導入してのボーリング調査をした。ヘリコプターを導入して、

機材を運んでボーリング調査をした。そういうことがあって、非常に研究所というのは嫌なも

のだというふうに当然思われてしまった。それを払拭するために明確に区別という言葉が作ら

れました。そうであれば、それはきちんと担保していただきたいというのが私の願いでござい

ます。 

 それからもう一つ、最後に具体的な例をお話しします。今、処分場の公募がされているわけ

ですけれども、私にとっては、今さら何だろうという気がします。もちろん、原環機構が処分

場を選んでいたというわけではございません。サイクル機構が、国の方針に従って８６年から

８８年にかけて、高レベル放射性廃棄物処分場の候補地を選ぶための具体的な調査をしていた。

処分場を選ぶ仕事を担っていた。その過程で６０余りの候補地を選んでいた。それが、やっと

２００１年、情報公開法を使った中で出てきました。非常に深い闇の中をのぞくような気がい

たしました。 

 ただ、処分地は選んでいません。それは、８７年の長計でサイクル機構の位置づけが変わっ
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たということでございます。そういうこともあって、それでも私はやはり話し合うこと、伝え

合うことの希望を捨てたくないという意味で、５つの要望を出しました。以上です。 

（齋藤原子力委員長代理）どうもありがとうございました。それでは、何かご質問がありまし

たら。町委員。 

（町原子力委員）先ほど最初におっしゃっておられた、誤解を招くおそれから説明しなかった

という姿を見ますと、何のために地層処分をやらなければいけないのか、エネルギーの確保の

面からの研究の必要性の位置づけや意義について、同じ日本の国民として理解を共有していく

ことが必要と思います。もちろん安全というのは重要な前提条件として必要なことですから、

そういう説明もきちんとお互いに理解し合って、広い立場からの、虚心坦懐な日本人同士とし

ての話し合いというのが必要ではないか、というように思います。そういうことはもちろん

重々お考えだろうと思うんですが、その辺についてこの話し合いの場での意見交換はあったん

ですか。 

（兼松秀代氏）この当時、私は東濃にウラン鉱床があるということを知らないで住んでいまし

た。新潟県に生まれて、岐阜県に来て２０年近くたっていたんですけれども、知らなかったん

ですね。なので、東濃地科学センターに話を聞きに行ったのは、１０月になってからだったと

思います。その中で、研究所をつくるという意味を聞いたのですけれども、そのときにいただ

いたのはこのパンフレットだったんですね。ここには、地層科学研究をして地層処分に反映さ

せるということは書いてあるんだけれども、対象物が何かということはなくて、大学の方々に

来ていただいて研究をするんですとか、開かれていますとかということで、私にとってはわけ

がわからない。そのわけを知りたくて、ずっと１０年間ウォッチしてきたということです。だ

から、もちろん折あるごとに私たちは話し合いを求めたり、質問をしたりしてきました。 

 誤解を招くおそれというのは、１９８６年のころに、地層処分の研究をするということはど

ういうことなのか、まず嫌われるだろうということがサイクル機構の中にあった。だからだと

私は思っております。知らせなくて済むものなら知らせないでおきたいというふうに思われた

のではないかと、これは私の単なる推測です。 

 そういう意味で、こういう超えがたいものをどうしたらいいのか私もわかりません。けれど

も、信頼の喪失というふうに言われて、確かに私にとってはそうなのですけれども、それを今

早急に、では、おまえは地層処分に賛成するのか反対するのかということではなくて、相手は

数万年、１０万年、１００万年という単位の放射線、放射能を持つものであれば、今、１年、

２年、３年を争うのではなくて、本当にこれはどうするんだということを、私は市民懇談会と
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かそういうものではなくて、コンセンサス会議のような本当に結論がないところで話をしてい

きたい。結論が先にあって、ここに行くためにやる会議では、私は解決がつかないと思ってお

ります。放射性廃棄物の処分というのは、最良も最善もないということをどなたかが言われま

して、私は本当にそのとおりだと思います。地層処分が最良か、地上保管が最良か、何万年も

後に誰もそんなことに責任は持てないのです。科学に問うことはできても、科学が答えること

ができないというのはそういうことだと思っています。そうであれば、私たちがそれをどう考

えるのかということは、これから長い時間をかけて考えていく。その中で、原子力というのを

一体どうするんだろう、再処理したガラス固化体は小さいからいいではないかということでい

いのだろうか、では、回収ウランはどうするんですか、それから六ヶ所から出される廃液とい

うのはどうなるんだろうかということをみんなひっくるめた上で、地層処分をどうするんだで

はなくて、高レベル廃棄物をどうするのだ、使用済燃料をどうするんだということを、本当に

結論を持たない人たちの中で、原子力委員会にお金を出していただいて、原子力委員会には口

をつぐんでいただいて、そういう場をつくっていただきたいと私は思っています。 

（木元原子力委員）お気持ちがたまっていたのが、今ぶつかってきたという実感はあります。 

 確かに、私がこの世界に入ってからも、随分説明の対象を変えていますね。確かにある程度

勉強しますと、ちゃんと高レベル放射性廃棄物も出てきます。だけれども、一般へのアクセス

の会議に出ると、何にも出てこないという時期がありました。でも、ある時期からは、兼松さ

んもおっしゃったけれども、ちゃんと高レベル放射性廃棄物と言っていますし、これはしっか

りガードしなければならない廃棄物という説明がちゃんと出てきましたので、だんだん進歩し

ているんだろうとは思うんですけれども、不備があったことは事実だと思います。 

 それから、小林さんのコンセンサス会議ですけれども、ご意見を聴く会でお話しいただいた

ことだと思いますが、あの例は市民サイドと一緒になって作っているんですね。ですから、原

子力委員会主導ではないんです。ですから、私たちは、例えば青森でご意見を聴く会というの

をやりましたけれども、これは一種のコンセンサスに近いもので、青森県のグループの方から

開きたいというお話が出て、原子力委員会と何度も話し合って開催したという経過があるんで

す。だから、コンセンサス会議と名づけるかどうかわかりませんけれども、コンセンサスを得

るためのシステムというのはいろいろ考えられるだろうと思っているので、いいアイデアがあ

ったら教えてください。 

 それから、ドイツで言っているコンセンサス会議というのは、あれは脱原子力のコンセンサ

ス会議でしたけれども、これは事業者と国がやっているんですね。だから、いろいろな形が多
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分あるだろうと思うんです。 

 それで、１つ伺わせていただきたいのは、知りたい情報は届いているかということについて、

市民参加懇談会でも随分このテーマで話し合いをしているんですけれども、やはり市民側から

知りたい情報が届いていないと言わないと、わからないんですね。意図的に隠しているのでも

何でもなくて、わからない部分がある。それは、声を大にして言っていきたいということと、

それからご要望の３つ目に、住民投票のことが書いてありますね。「首長や議会の選挙は必ず

しも個々の事案についての住民の意思を反映させるとは限らない。高レベル放射性廃棄物処分

地選定に関して、住民の意思の確認を自治体に任せるのではなく、住民投票を制度として位置

づけること」。制度として位置づける場合には、やはり議会の承認が要るだろうと思うんです

ね。確か全部、県議会であれ市議会であれ、町議会であれ村議会であれ、住民投票を認めたり

否決したりというのは議会を通していますよね。ですから、そういうデュー・プロセスを踏ん

で、住民投票をやるならば、きちんと位置づけないといけないといけないだろうと思うんです

けれども、それはできないんですか。 

（兼松秀代氏）そういうことではないんです。私が制度として位置づけていただきたいのは、

法律なんです。 

（木元原子力委員）どういう法律ですか。 

（兼松秀代氏）地方自治体がつくる条例ではないのです。 

（木元原子力委員）法律を位置づけるためにも、法案というものを出さなければならないです

ね。 

（兼松秀代氏）ええ、そうです。国会の中で審議をしなければならない。 

（木元原子力委員）憲法に触れるか触れないかから始めなければいけない。 

（兼松秀代氏）はい、そういうことも始めていかなければいけない。けれども、そういうもの

であってほしいというふうに思っています。 

（木元原子力委員）それは、今の長計に書く書かないとは関係なく、ご要望があるということ

でよろしいんでしょうか。 

（兼松秀代氏)もちろん、入れていただけるのであれば入れていただきたいと思います。 

（木元原子力委員）ですから、その理由みたいなものが、それこそ合意があれば書けるかもし

れないけれども、合意がない場合、これはちゃんと自分たちが自分たちで手続を踏んでという

形になるだろうし。 

（兼松秀代氏）そうですね、はい。 
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（齋藤原子力委員長代理）今のお話は、ご意見としてはよくわかるんですが、法律論的に言い

まして、やはり国の憲法がそう決めていないものを根本からひっくり返すことになるんですね。

要するに、議会制民主主義ですから、議員さんが住民を代表して議会を構成している。そうい

うことで成り立っているところを根本からひっくり返すことになるんですね。これは今１つの

例でおっしゃいましたけれども、では、ほかの分野についても全てそういうことをやるんです

かという大変大きな問題であって、私は、原子力委員会にはとても力の及ばないご提案をいた

だいたなという感じがいたしますけれども。 

（兼松秀代氏）それくらいに、地方の中で住民投票をやるということが非常に難しい状況があ

ります。特に、原子力発電に関してそうです。もちろん巻町はやりましたし、刈羽村もやりま

した。けれども、そうでない地域があることも承知していただきたい。そういう中で、国民の

声、それから地域の声をどうやって担保していくのかということを、何らかの制度として私は

位置づけてほしい。 

（木元原子力委員）住民でも、主張を持つ住民はいろいろいますね。すると、こっちはこうい

う意味の住民投票、こっちはこういう意味の住民投票と散逸しますよね。だから、今、委員長

代理がおっしゃったように議会制民主主義があって、私たちの代表である代議士がいるわけだ

から、そこですよね。 

（兼松秀代氏）ですけれども、そこが危うい状況がいっぱいあるということです。それは、ト

ップダウンでリーダーシップを発揮すればいい地域が処分場になる可能性があるからです。 

（木元原子力委員）では、改めて選挙で選ばなくては。 

（兼松秀代氏）そうなんです、それが一番簡単なことなんです。けれども、それができない状

況がある中に、そういうものが入ってくるという心配があるわけです。 

（齋藤原子力委員長代理）長年にわたる思いを込めたお話を聞かせていただきまして、どうも

ありがとうございました。 

 それでは、初めにお約束しましたように１５分から２０分とれるというのが、実は７～８分

になってしまいましたが、ここからはこちらの委員の方でもう少しどなたかにお聞きしたい、

あるいは今日ご発言いただいた方の中で、ほかの方のご発言を聞いて、言いたいということが

ございましたら、積極的にご発言いただきたいと思います。では、そちら側の方でいかがでし

ょうか。挙手でお願いいたします。 

（油田淑子氏）言い残したことというより、先ほど省エネルギー論が出てきましたよね。実は

木元先生が盛り込もうとしたことは、エネルギーを使う側の責務としてというような文言だっ
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たというふうに思うんですね。「責務」というところに非常に抵抗があるのではないかと思う

んです。というのは、消費者というのはすべて教育もされ、情報も十分あって、それを理解し

てその責任が果たせるような状況に今あるかということが問題だと思うんですね。つまり、今、

消費者がそんなに教育もされ、情報も十分得て、判断できるような状況に置かれていないとす

ると、少なくともそれは役割にすぎないというふうに思うんですよね。責務というほど重過ぎ

るというふうに思うから、せめて「役割」。 

（木元原子力委員）今日は、その論争はやめますけれども、今日の状況を見れば、役割はもう

過ぎていると思います。 

（油田淑子氏）でしょうか。 

（飯尾歩氏）度合いの問題ではなく、私は何らかの形で消費者責任は盛り込んでいただきたい

と思う。先ほどの兼松さんのお話の中にあったように、誤解を抱かせることを恐れてはいけな

いと思います。 

 それから、榎田先生のお話の中にリサイクルの図式ということがありましたが、あえて一般

論で言わせていただきますと、廃棄物の世界では、リサイクルというのは次善の策です。つま

り、突き詰めていけば発生抑制です。それはすぐにできることではないんですけれども、とり

あえず当面の課題としては、依存と集中だと思うんです。依存というのはどこから起きるかと

いったら、やはり使い手の方です。使い手の方を考えれば、今、非常に切実に考えておられる

のは、立地地域及びその関連施設の影響を受ける地域の方々ですけれども、立地地域の住民だ

けが当事者ではないから、その当事者意識を喚起するという意味でも、何らかの消費者の位置

づけというのをかなり強い形で打ち出していただいて、それが論争になるなら論争になるで、

次の５年間それだけで話し合ってもいいくらいのことだと思います。だから、それは非常に明

確な形で組み込んでいただきたいというふうに希望します。 

（木元原子力委員）私も、受け身ではいけないと思います。そういうことではないでしょうか。 

（油田淑子氏）そういうことです。それは一緒です。受け身ではいけないと思います。責任を

果たすべきだと、そういうふうに言うのであれば、先ほど飯尾先生の方から出ていましたけれ

ども、もう少し教育ということもきちんと位置づけていただきたいと思います。 

（木元原子力委員）それと、兼松さんがおっしゃったように、欲しい情報が全然届いていない

というところですね。それは同じですね。 

（油田淑子氏）はい。 

（木元原子力委員）ありがとうございました。 
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（齋藤原子力委員長代理）そのほか、いかがでしょうか。どうぞ、飯尾先生。 

（飯尾正和氏）省エネに関係するかもしれませんが、二酸化炭素に対する京都議定書というの

があります。日本のいわゆる電力事情というか、エネルギー事情というか、今、非常に科学的、

文化的な生活をしていますよね。今の２００４年のこの生活をそのままずっと維持していった

場合に、果たしてそのエネルギー源はどうなるのかと。石油はどうなっていくのか。例えば、

風力なり燃料電池、それはわかりませんけれども、代替のエネルギーはどうなって、そこで原

子力エネルギーがどれだけの役割を果たさなければならないのか。それと、環境の問題がそこ

に出てきますよね。今のままで石油をどんどん燃やしていけば、どんどん温暖化が進む。けれ

ども、それも抑えなければだめ。そういうようなところから、いわゆるこれから５０年ぐらい

先までとか、１００年まで行くと長過ぎるけれども、果たして本当に石油がどれだけあるかど

うかわかりません。それは減るかもしれませんけれども、そういうときに、それはエネルギー

源全体の中でどうなっているのか、それからそのために原子力はどういうふうな役割を果たす

べきなのかということを、もっとわかりやすく発信すべきであると思います。どうも日本とい

うのは目前のことに関してバタバタとやって、うまいこと処置してごまかす。もう今はそんな

時期ではないと僕は思うんですよね。もっと先の方を見て、きちんとした位置づけが必要。だ

から、原子力開発、特にこういう長期計画に関しても、堂々とそういうエネルギー源から、発

信していただきたい。とにかく今の生活を維持できるにはという観点から、わかりやすいもの

を出していただきたいなと思います。 

（齋藤原子力委員長代理）ありがとうございました。今ご指摘いただいた点は、実はエネルギ

ー基本法というのが２００２年に決まりまして、それに基づきまして、昨年、経済産業省の方

でエネルギー基本計画というのをつくりました。その中で、やはり原子力というのは基幹電源

として重要であり、核燃料サイクルは大事であるということははっきり述べられております。

それから需給部会の方で、２０３０年までのエネルギー需給を評価したものが出ておりますの

で、ホームページを開いていただくと、その辺はおわかりいただけるかとは思います。そうい

ったことが一般の方にわかりやすく伝わっていないということであろうかと思います。 

（飯尾正和氏）例えば、学校の授業なんかで子どもたちにも教えるとかというようなことがあ

ってもいいと思うんです。 

（齋藤原子力委員長代理）それから、先ほど今日が１８回目のご意見を聴く会になると申し上

げましたが、知事さんにも来ていただいたことがございます。その中で、茨城県の橋本知事の

方から、原子力の小学生、中学生、高校生に対する教育に対しては、県独自で副読本をつくら
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れたとおっしゃっておられました。それを持ってこられまして、実にわかりやすく立派なもの

でありまして、茨城県では副読本として教育に使っているということをおっしゃっておられま

した。私は、ぜひ全国の知事会で各知事さんにそれを宣伝してくださいと申し上げた次第であ

りまして、愛知県、岐阜県なんかにおいてもそういうことをやっていただければ、非常に私と

してはありがたいなというふうに思います。その他ございますでしょうか。 

（木元原子力委員）１つ、榎田先生に。今までのお話の中で、学識者と一般のずれというお話

が出ておりましたけれども、先生はお感じになることがありますか。 

（榎田洋一氏）やはり、まず用語が難しいと思うんですね。例えば、天然ウラン利用率といっ

ても０.５％から０.７５％、あるいは５０％といっても、まず感覚もわからなければ計算方

法もわからないし、意味もわからないということで、やはり専門家が持っている情報と、それ

から非専門家の持っている情報の非対称性というのは非常に大きなものだと思います。 

 ですから、その間をどういうふうにつなぐかということで、直接対話ということはもちろん

重要だと思うんですけれども、いろいろな観点からのやり方があろうかと思います。だんだん

現代社会はいろいろな科学技術が出てきており、自動車１つにしても、それから電気保温ポッ

トにしても、多分、昔に比べると非常に複雑な仕組みになっていて、では、これを小学校の理

科の時間で真空ポットの仕組みとか、あるいは自動保温、テレビの仕組みでもいいんですけれ

ども、非常に時間がかかってだんだん理解しづらくなっているということで、私としてはいた

し方ない面があろうかと思いますが、やはりそれに対する努力というのは幾らしても、し足り

ないですし、やはり原子力関係者が今まで、私も含めて皆さん理解はしているんですけれども、

努力を怠ってきているところでありますので、新しい方法論といいますか、新しいアプローチ

と、それから努力の両方が必要ではないかなと非常に感じるところでございます。 

（木元原子力委員）専門家の方に伺うと、そういうふうに言い砕いてしまうと、何か「うそ」

になるというような方がいらっしゃるんですよ。それはおかしいと思うんですけれども。 

（榎田洋一氏）いや、でもまさしく、例えばたとえ話とか、あるいは易しい言葉に言いかえる

というのは、いろいろなことを犠牲にしておりますので、やはり誤解を生む余地があると思わ

れます。ですから、そういうたとえ話ですとか易しく図解するということは１つのアプローチ

だとは思いますけれども、それをもってして情報の非対称性を埋めるということはならないの

ではないかと。正直たれということが一番だと思いますが、おそらく、原子力だけではなくて、

いろいろな現代の科学技術をきちんと民主主義に乗せていくためには、新しい社会科学的なア

プローチが、今ないもので開発中のものはあると思うんですけれども、そういう努力が必要で
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はないかなと思います。 

（木元原子力委員）通訳みたいなものですね。 

（榎田洋一氏）そうですね。 

（飯尾歩氏）それを一番感じたのは、先ほどの浜岡のシュラウドの傷の話で、これは記者団と、

それから説明者の間でしばらくやりとりが続いたんですよ。これはインディケーションである

と事業者側はおっしゃる。では、それは傷なんですねと言って、絵なんかを見せながら、だれ

が見ても傷に見えるのに、それは傷ではございません、インディケーションですと。そのとき、

ごまかしというのは、むしろそれを砕いてしまうことで、例えば池田内閣のいわゆる前がん症

状というやつですね。そういう言葉を突然つくって、何となくその場を過ごしてしまったとい

うことではなく、こっちとこっちで違う言葉を使っていてもいいんですけれども、いいかげん

のところで意思が通じ合えるような落としどころをつくることが大切ではないかなという気が

して、先ほどそういうふうに申し上げたんですけれども。 

（木元原子力委員）でも、記事では「傷」とお書きになったわけですね。 

（飯尾歩氏）いえ、私はちょっと聞いていただけなんですけれども。 

（町原子力委員）榎田先生にお伺いしたいんですけれども、榎田先生はエコトピアという、環

境とエネルギーという話をされましたけれども、今の学生というのは、環境というものには非

常に関心があると思うんですね。環境ということとエネルギーということを考えたときに、風

力や太陽光などにも関心を持つと思うんだけれども、その経済性なども考えて、環境という観

点から、原子力の位置づけを考えるというような姿勢は見られますか。 

（榎田洋一氏）原子力開発が始まった初期のころは必ずしも環境に対する原子力の寄与という

のは、強調はされていなかったと思います。ですから、京都プロトコルを契機として、原子力

の二酸化炭素排出削減等に対する寄与が強調されてきて、原子力の物理的なエネルギーの発生

メカニズムとか安全性の担保等は変わっていないわけですけれども、そういう説明は変わって

きていると思います。情報も、現在と３０年前では提供されているものが違います。きょう申

し上げたかったのは、物理的とか工学的メカニズムの説明だけではうまくいかない点が多くて、

情報についても、提供されている情報が違うので、例えば１０年前の学生と現在の学生では、

受け取り方が違います。我々の講義も時代に即した講義をしており、１０年前の講義と今年の

講義は違うわけでございます。おそらく、１０年後、２０年間後は違った見方が原子力開発に

対してはあり得ると思いますので、その辺をカタストロフィックな変化がなく、先を予見しつ

つ、合理的に国民の賛意を得ながらやっていかなければならない。そのあたりは時代とともに
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本当に変わっていくということを感じております。 

（齋藤原子力委員長代理）どうもありがとうございました。 

 それでは、予定の時間が参りましたので、これで閉会とさせていただきたいと思いますが、

本日は５名の方々に、いろいろ貴重なお話を賜りましてありがとうございました。１つずつサ

マリーをしている暇はないかと思いますが、やはり大事なことは、透明性を持って原子力の長

計を定めていく。それは、専門家による専門家のためのものであってはならない。また、消費

者の意見を的確に反映させていくべきであること。そしてまた、ごまかしをしてはいけない、

誤解を抱かせるからというようなことで情報を開示しないということは許されない。私も、こ

れはいつも市民と同じ目線で専門家は話すべきであるということを言っておりますが、こうい

ったことが大事ではないかと思います。その中で、やはり国民１人１人が今後の日本のエネル

ギーをどうしていくべきであるか、省エネも含めて、そういうことを真剣に考える時期に来て

いるということをご認識していただき、我々も認識していかなければいけないのではないかと

思っております。 

 実は、私ども、先月２０日には青森で「長計についてご意見を聴く会」、それから２９日に

は大阪で「市民参加懇談会」を開催させていただきました。大阪では、フロアの方から、「よ

く考えてみると、大阪の場合にはこの使っている電気の４０％は原子力発電である。そうする

と、先ほどの高レベル放射性廃棄物、ごくわずかではあるけれども、自分もごみを出している。

それに対して私は何をすることができるのでしょうか、それを教えてください。」と、こう言

われまして、やはりこれも非常に重い宿題だというふうに私は思っております。そういったこ

とで、あと１年ぐらいかけて今回の原子力長計を決めてまいりますが、本日いただきましたご

意見を、できる限りその中に織り込んだようなものがつくれればと思っております。 

 本日は、本当に貴重なご意見を賜りましてありがとうございました。心より御礼を申し上げ

ます。 

 また、フロアの方々、最後までお付合いいただきましてどうもありがとうございました。 

以 上 


